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１．改善報告書提出の経緯 

(1)不適切な会計処理が判明した経緯 

当社では、平成 20 年 3 月期にそれまで当社の会計監査人であった清新監査法

人が任期満了を迎えたことから、平成 21 年 3 月期から監査法人ブレインワーク

を会計監査人として選任いたしました。 

監査法人ブレインワークによる平成 20 年 7 月中旬から 8月初旬の平成 21 年 3

月期第１四半期レビューに際し、平成 20 年 3 月期に売上計上を行っていた取引

に係る追加的な部品手配、または、現場作業あるいは返品手続きなどが発生した

ため、監査法人ブレインワークから「当社の売上計上基準から勘案すると、検収

基準を完了していた取引に、後日になって何故追加的な部品手配、現場作業、ま

たは返品などが発生するのか理解しづらい。検収書を受領しているのは確認でき

るが、一部の取引は形だけの検収書になっている可能性があると思われる。そう

であれば売上計上時期が早期に過ぎるので、平成 20 年 3 月期の売上計上分を見

直してもらいたい」との指摘を受けました。 

そこで、平成 20 年 8 月下旬に、社内の経理処理に精通した社内の者のみで構

成される社内調査チームによる社内調査と、利害関係のない社外有識者からなる

第三者調査委員会による第三者調査に分けて調査を実施いたしました。 

社内調査チームのメンバーは、専務取締役秦範男、管理購買本部長、事務部長

の 3名といたしました。専務取締役は管理部門（経理部門を含む）全般の統括を

しており、管理購買本部長は、当社における商品の生産全般を担当し、事務部長

は経理全般を担当していることから、この 3名を選任いたしました。第三者調査

委員会のメンバーは、当社と特別の利害関係を持たない小沢剛司弁護士と間嶋順

一税理士の２名を選任いたしました。 

社内調査チームは、平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までの 5事業年度に

係る会計処理について、平成 20 年 3 月期まで当社の会計監査人であった清新監

査法人に対して監査を依頼し、社内調査を進め、当該調査は、平成 20 年 11 月

21 日に終了いたしました。 

当該調査結果を踏まえて、当社は平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までの

売上高、利益などの経営指標の適正化のために、売上計上時期を以下の基準に則

り見直しました結果、不適切な会計処理が判明したものであります。 

<過年度の売上計上時期の見直し内容> 

見直し前： 契約時或いは契約先である顧客との個別事情を考慮して、顧客と

当社の総合的判断にて検収書を受領することにより売上計上時

期とした。 

見直し後： 検収書の受領時期に加えて、商品代金の受領日が契約書または注

文書の約定どおりであるとき、または許容できるときを売上時期

とした。 
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(2)不適切な会計処理が行われた原因 

不適切な会計処理が行われた原因は、下記①～④に記載のとおりであります。 

①不適正な売上計上を行った経緯 

当社では、平成 15 年 9 月期から全ての商品（ただし、300 万円以上の商品に限

定）の売上計上基準を検収基準に改めました。 

しかし、当社の代表取締役会長兼社長であった高寺茂覚は、平成 16 年 3 月期

から平成 20 年 3 月期に至るまでの間、本来であれば、契約書および機械仕様書

に記載された事項（納期、品質、性能など）について厳格なチェックを行ない、

全てにおいて相違なければ受領する検収書につきまして、そのチェックを十分に

行なわなくとも検収書を受領すれば売上計上できるものと安易に考えておりま

した。 

当社の前代表取締役会長兼社長は検収基準についての正確な理解をしていな

かったため、検収書の受領を早めるように指示をいたしましたが、指示を受けた

当時の専務取締役をはじめ担当役員および担当本部長も、同様に検収基準につい

て正確な理解をしていなかったため、前代表取締役会長兼社長の指示に何ら疑問

を持たず、部下である社員に対して検収書の受領を早く行なうよう指示をいたし

ました。指示を受けた社員も検収基準について正確な理解をしていた者はおりま

せんでした。 

営業担当取締役、各担当本部長およびその他社員についても前代表取締役会長

兼社長の指示に従い、検収書を早く受領できるよう取引先に対して検収書の早期

提出を依頼しておりました。 

 

②会計に関する基本的認識の全社的な欠如 

当社は、従業員が 85 名（平成 21 年 3 月 13 日現在）と小規模の上場会社であ

り、経営管理組織も会社の規模に見合った小規模のものであります。経理処理は、

全て経理部で行なっており経理部長を含め 4名体制であります。 

このような経営管理組織の中で、当社代表者である前代表取締役会長兼社長、

当社の管理部門の担当役員である専務取締役および経理部 4 名の何れもが検収

基準に対する正確な理解をしておりませんでした。 

当社の経理部では、平成 20 年 3 月期まで経理処理に関する研修等を行なった

こと、または受講したこともなく、売上計上基準の変更が行なわれた平成 16 年

3 月期になっても、日々、出納、記帳および決算集計を、事務的に処理するのみ

で、主体的に会計処理の適正性について確認を行うことはありませんでした。 

前会計監査人である清新監査法人から検収書を受領しただけでは売上計上し

てはいけないと指摘を受け、討議はしたものの、結果としては、当社はその会計

処理の適正性について、会計知識が欠如しており、それを受入れる必要がないも

のと考えておりました。 
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③社内規程の未整備 

当社は、会計処理に関する社内規程として｢経理規程｣および｢販売会計取扱規

程｣を制定しております。｢経理規程｣は、昭和 44 年の制定以来、数回の改訂を行

っております。しかしながら｢経理規程｣においては検収および売上計上基準につ

いて詳細な記載を行っておらず、わずかに｢経理規程｣第 12 条(2)にて｢売上の計

上 納入検収基準とする。但し、300 万円未満の売上は工場出荷基準とする｣と

して規定しているのみであります。 

また、「販売会計取扱規程」は、昭和 50 年に｢経理規程」の下位規程として制

定されており、直近は平成 19 年 8 月に売上計上基準および売掛金回収期間の変

更(それまでは期日を特に限定していなかったものを原則として回収予定日から

1 ヶ月以内に回収すると変更)を行っております。｢販売会計取扱規程｣について

も｢経理規程｣と同様に検収および売上計上基準についての明確な規程はなく、第

4条(3)において｢売上は、原則として 300 万円以上は検収、その他は出荷時点に

て計上する。船荷証券の交付を受ける取引については船積み日とする｣と規定し

ているのみであることから、当社においては、明文化された具体的な検収および

売上計上基準はありませんでした。 

そのため、平成16年 3月期に売上計上基準が変更されたときにも、社内では｢検

収基準｣は｢検収書を受領しさえすれば売上計上を行うことができる｣という安易

な理解が浸透してしまったものと考えております。 

 

④内部監査の未実施および形式的な監査役監査 

当社は、社員数が少数であることから、小規模な経営管理組織を構築しており、

内部監査を行う専門の部署または人員を配置してはおりませんでした。 

これまで、当社は、代表取締役会長兼社長が監査役および会計監査人と連携を

密にとっていたことから、業務監査および会計監査は適正に行っているものと考

えており、取締役会の総意として、別途、内部監査を行う必要性を認識していな

かったことから、内部監査を行っておりませんでした。 

また、会計に精通している監査役がいなかったこともあり、監査役監査が形式

的になっていたことから、十分な監査が行われておりませんでした。 

 

(3)不適切な会計処理の影響に関する認識 

当社が公表した、過年度の有価証券報告書等の訂正内容は、投資者の投資判断

の最も基礎となるべき重要な財務指標の一つである経常利益および当期純利益

の金額をマイナスに転じせしめる内容を含むものであり、投資者の投資判断を誤

らせる可能性があったと考えております。 

また、この度の過年度の不適切な会計処理により、投資者の投資判断に影響を

与える有価証券報告書等および決算短信等の内容が、ゆがめられていたことは、
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株主、投資者並びに関係者に多大なるご迷惑をお掛けし、証券市場の信頼を損ね

る結果になりました。 

さらに当社は、本件不適切な会計処理に関する有価証券報告書等の虚偽記載に

対して、平成 21 年 2 月 17 日付で金融庁より課徴金納付命令を受けており、証券

市場への不信感を生み、その信頼性を著しく損なう結果を招いたと認識しており

ます。 

 

２．改善報告書に記載の改善措置 

上記の経緯・原因分析をふまえ、上場企業として適切な企業運営を行うため、以

下の改善措置を講じることを、改善報告書に記載いたしました。 

 

(1)コンプライアンスおよび会計知識等に関する教育の実施 

①全役員に対し顧問弁護士または内部統制システムに係る顧問公認会計士を講師

とした教育を平成 21 年 4 月から 6 月まで合計 3 回～5 回行います。なお、第 1

回は 4 月 15 日に「会社法が定める内部統制システムの概要について」をテーマ

として実施する予定であります。また 7月以降についても、毎月 1回程度の研修

を予定しております。 

 

②社外で開催されるコンプライアンスおよび会計等に関するセミナーに代表取締

役、情報開示担当役員、総務担当部長および業務関連担当者が参加して、知識の

習得を図ることにいたします。また、セミナーに参加した後の社内への周知方法

については、平成 21 年 3 月末までに決定し、平成 21 年 9 月までに少なくとも 3

回以上実施いたします。 

 

③職位レベルに応じて全従業員（嘱託および非正規従業員を含む）に対して、平成

21 年 4 月以降、顧問弁護士または内部統制システムに係る顧問公認会計士を講

師として、月に 1回以上コンプライアンス教育を実施いたします。 

また、教育を繰り返して実施することで会計およびコンプライアンスについて

の知識の浸透を図ることにいたしますが、第 1 回目は 4 月 24 日に「内部統制シ

ステムの運用について」をテーマとした教育を実施する予定であります。 

 

(2)コンプライアンス委員会の設立 

平成 22 年 3 月期第 1 四半期の内部統制システムの運用状況に応じて、内部統

制システムの強化と徹底を図るべく新たにコンプライアンス委員会の設立を予

定しております。また、委員会の目的、参加メンバーおよび運用方法等の必要な

条項のすべてについて定める「コンプライアンス委員会規程」を平成 21 年 7 月

下旬までに策定いたします。 
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(3)コンプライアンスに関する諸規程の策定および見直し 

①倫理規程の策定 

コンプライアンスに対する意識が甘い企業風土を改めるために平成 21 年 1 月

以降、倫理規程の作成を行うべく現在策定に取り掛かっており、平成 21 年 3 月

末までに策定いたします。 

 

②業務監査規程の改定 

監査役会における「業務監査規程」を平成 21 年 4 月初旬までに改正する予定

としております。現行の「業務監査規程」（現在は「内部監査規程」と名づけて

いる）については、業務監査に係る手続き基準が明確にされておらず、そのため

監査役会および監査役が行う業務監査が有効に機能しておりませんでした。今後

は、業務監査規程と改称したうえで、業務監査、監査手続きについて詳細な見直

しを行うことで、各部の業務についてコンプライアンス（経営方針、法令、会社

の規則、規程）の徹底が図られているか確認する監査基準を設けることで、業務

監査の実効性を上げるとともに、社内のコンプライアンスの徹底を図っていくこ

とといたします。 

 

③就業規則の改定 

就業規則の懲戒規定については、これまで特に定めがなく、未整備の状況であ

ったので、平成 21 年 5 月初旬までに改正いたします。 

これにより、不適切な会計処理が発生した場合の懲戒規定が厳格に定められ、

不適切な会計処理の再発抑制効果を高め、不正行為全般について発生時の対処方

法を確立しておくことで、不正行為の拡大を早期に抑えることが可能になります。 

 

(4)売上計上基準の明確化と運用の厳格化 

当社は、今回の不適切な会計処理の再発防止のため、以下のとおり売上計上基

準の明確化を行うとともに、運用の厳格化を図ります。 

①検収基準の明確化と明文化 

当社は、これまで商品の完成間近、または完成後の検収チェックの段階になっ

て顧客と当社の認識の違いが判明し、その違いが顧客との論争の原因となり、当

社の売上の訂正や利益喪失を招くことの要因となっております。 

今後は、取引先との取引については契約書を取交し、当該契約書中に取引先と

の合意に基づく検収条件を明確に定め、その検収条件がすべて満たされた段階で

売上計上するよう契約書による検収条件の明確化を行います。 

当該契約書取交については、契約書について了解が得られた会社より、社内に

おける検収確認書を作成し、平成 21 年 4 月 1 日以降、300 万円以上の金額の取

引先と契約書を取交することといたします。当社としては、可能であれば 300 万
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円未満の取引先を含めた全取引先と契約書を取交することを目指します。しかし

ながら、当社の取引が個別請負契約ということから、明確な検収条件を定めた契

約書を全取引先と取交することを確約できない状況にあります。また、契約書中

の検収条件については、文字や数値で表わせる事項については明文化することに

いたします。 

 

②検収書受領時の相互牽制機能の強化 

当社は、平成 21 年 4 月初旬までに検収書受領に係る業務マニュアルおよび業

務フローを作成し、検収書の発行者と受領者が同一人物とならない体制および受

領時の相互牽制が正常に機能して、一担当者による検収書の受領ができない組織

体制を築きます。 

これまでは、検収書の発行者と受領者が同一部署であり、どの担当者が検収書

を発行し、どの担当者が受領するかについて明確にされていない状況であったこ

とから、検収書発行者は必ず営業本部長の確認と押印を受けるという検収書受領

に関する業務フローを平成 21 年 4 月初旬までに構築します。これにより相互牽

制機能を強化し、不正行為および本件不適切な会計処理が一担当者により行われ

ることがないようにいたします。 

 

③経理規程等の整備を行い売上計上基準について明文化する 

当社は、経理規程等について整備を行い、規程等の記載事項に検収基準を明記

し条件を定めたうえで、社内規則等の遵守をより一層強化する意味で経理規程違

反の場合の罰則について懲戒規定にて明確に定めることにより、不適切な会計処

理の再発防止を図ることといたしました。なお、経理規程の整備、見直しについ

ては平成 21 年 4 月中旬までに行うこととしております。 

 

(5)内部監査人の選任と内部監査業務の実施 

当社は、この度、平成 21 年 2 月 1 日付で、会計について十分理解のある内部

監査人を新たに選任し、不適切な会計処理について内部統制が機能する体制の第

一歩を踏み出しました。 

社内に会計等に精通した内部監査人としての適任者がいないこともあり、会計

および内部監査に関し、専門的知識、経験、指導力を有する間嶋順一税理士を当

社の内部監査人として選任し、間嶋氏には週 1回程度出社してもらい、当社の会

計処理、経理関係の規程整備内容および進捗状況を内部監査の監査業務の範囲と

して重点的に実施していただきます。 

また今後、平成 21 年 4 月中旬までに、内部監査の基本方針を策定したうえで

今後 1年間の内部監査を策定し、本件不適切な会計処理等が発生しないよう内部

監査人による牽制機能を強化いたします。 
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さらに、選任された内部監査人は当社の事後活動の全てに亘り、各担当者に資

料等の提出を求めて、進捗度の把握と適否について指摘を行い、さらに取締役の

業務執行をはじめとする当社全体の業務執行状況、コンプライアンスの遵守状況

などについてもモニタリングし、必要に応じ経営者が担当者に指摘を行い改めさ

せることで不正行為およびコンプライアンスの徹底を図ることが適うようにい

たします。また、これらの内部監査の指針となる内部監査の業務マニュアルを平

成 21 年 5 月初旬までに構築し、社員の中から、内部監査の担当者を 1 名～2 名

選任いたします。 

 

(6)監査役会の経営監視機能の強化 

当社は、監査役監査に十分な知識と経験を有し、会計監査業務に精通した社外

監査役を少なくとも 1 名選任することを検討しており、平成 21 年 6 月に予定さ

れている定時株主総会にて選任のうえ、監査役会の監査計画について、再度の策

定を行い、監査方法と監査範囲を明確にします。 

また、監査役会規程の見直しを行い、監査役会の監査基準を明確にしたうえで

経営監視機能の強化を図ります。なお、監査役会規程の見直しについては、平成

21 年 4月の監査役会で策定いたします。さらに、監査役会では、四半期に一度、

社内の管理体制についての執行状況についてチェックを行い、適切な意見をまと

めて適宜、関係者に伝達することにいたします。かかる伝達の仕組み、業務フロ

ーを平成 21 年 5 月下旬までに策定いたします。 

 

(7)その他、内部管理体制の構築 

①購買規程の明文化 

購買業務フローおよび購買記述書を明確化し、購買業務の統一化を図ることで

会計上の内部統制システムの構築を図ります。購買規程の策定を平成 21 年 4 月

初旬までに行います。 

 

②追加工事ゼロを目指して検収を行なうための工程および生産管理 

追加工事が発生しないよう、商品の出荷に先立ち、検収前の業務手順として、

当該時点で取引先と認識の相違点がないか、また、商品の修正点はないかなどに

ついて取引先と打合せを行い、相違点がある場合には修正したうえで出荷し、納

入後最終検収を行うことにより売上計上が円滑に行われるようにいたします。こ

れについては平成 21 年 4 月 1 日から実施いたします。また、事前検収の手順に

関する工程と生産管理についての業務フローを平成 21 年 3 月末までに策定いた

します。 
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③取締役会における相互牽制および経営管理機能の強化 

当社は、現在の取締役がすべて社内取締役であり、社内での地位を越えた取締

役として相互の監視、監督機能が働く状況にするため、この度、社外から 1名な

いし 2 名の取締役を招くことを検討することにいたします。平成 21 年 6 月に予

定されている定時株主総会までに人選が間に合うかどうかは今のところ未定で

すが、もし人選が間に合わなかった場合には、平成 22 年 6 月に予定されている

定時株主総会までには選任いたします。 

 

④内部通報制度 

当社は、内部通報制度を設け、内部通報された情報は顧問弁護士に伝えられ、

その情報について全取締役に対し通知したうえで顧問弁護士と協議し、取締役、

監査役、全従業員の目や耳により不適切な業務や処理を監視することにより、予

防効果と早期発見による早期の修正を行えるようにいたします。これについては

平成 21 年 3 月末までに当社に適合する制度を構築し、平成 21 年 4月以降それを

適正に運用することにいたします。 

 

⑤売上計上時期の管理 

当社は決算集計作業の全過程（売上、仕入、経費、各種引当金、税金その他）

において経理課の一担当者だけでなく他の 1名以上の調査・承認を受け、その後、

上司の承認を得て、決算集計作業を履行することとし、さらにその履行状況、方

法について管理することにいたしました。当該履行状況の確認に関する業務マニ

ュアルおよび業務フローについては平成 21 年 3 月末までに策定する予定でおり

ます。 
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３．改善措置の実施・運用状況 

改善報告書に記載いたしました各改善措置につきまして、以下のとおり実施・運用

しております。 

(1)コンプライアンスおよび会計知識等に関する教育の実施 

①全役員を対象とする教育につきましては、以下のとおり実施または実施を予定し

ております。 

第 1回 開催日 平成 21 年 4 月 15 日開催 

 テーマ 会社法が定める内部統制システムの概要 

 出席者 代表取締役専務、取締役（2名）、監査役（1名） 

 内 容 適切な会計処理、倫理観の必要性 

情報共有化の必要性 

第 2回 開催日 平成 21 年 5 月 21 日開催 

 テーマ 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基

準」の理解（第 1回） 

 出席者 代表取締役専務、取締役（2名） 

 内 容 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基

準」についてディスカッション形式で勉強し、内部統制の不

備や重要な欠陥など内部統制を理解するためのキーワード等

を学ぶ。 

平成 21 年 6 月 26 日に開催された定時株主総会におきまして、新役員が選任され

ることになったことから、全役員を対象とする教育に関しましても、新役員体制の

もとで実施という方針としたため、6月開催予定でありました第 3回教育は 1ヶ月

繰り下げて、7月に新役員を対象に実施することに変更いたしました。 

第 3回 開催日 平成 21 年 7 月 23 日開催 

 テーマ 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基

準」の理解（第 2回） 

 出席者 代表取締役社長、取締役（2名） 

 内 容 第 1 回に続いて「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に

関する実施基準」についてディスカッション形式で勉強し、

財務報告に係る内部統制の評価などについて学ぶ。 

第 4 回につきましては、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施

基準の理解」（第 3 回）をテーマとし、平成 21 年 9 月 28 日に開催することを予定

しております。 

今後につきましても、弁護士、公認会計士または内部統制システムの構築・運用

を委託するコンサルタント等の意見を参考に実施していく予定であります。 

なお、出席できない取締役がいた場合においては、教育に出席した取締役が、出
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席しなかった取締役に教育の内容を伝達することで、役員全員が出席したのと同じ

効果が得られるように努めます。 

これらの教育により得た知識および弁護士、公認会計士、コンサルタント等の意

見を取り込むことによって、現在運用している内部統制システムに間違った解釈等

が発見された場合には、適宜、システムを修正できる状態を作り上げ、内部統制シ

ステムの精度を向上させるべく、随時、取り組んでまいります。 

 

②社外で開催されるコンプライアンスおよび会計等に関するセミナーへの参加に

つきましては、既述のとおり新役員体制のもとでの実施という方針といたしまし

たため、定時株主総会で役員の変更が行われた後に、7月以降実施するスケジュ

ールを組みましたが、社外で開催されるセミナーということもあり、7月および

8月は当社のニーズに合った適切なセミナーが開催されておらず、参加ができま

せんでした。なお、9月 1日および 9月 8日の 2日間を 1セットとするセミナー

への参加状況は以下のとおりです。（9月 25 日には「コンプライアンス推進者の

ための「コンプライアンス教育」実践セミナーをテーマに掲げるセミナー」に参

加する予定であります。） 

第 1回 開催日 平成 21 年 9 月 1日開催 

 テーマ コーポレート･ガバナンスとコンプライアンス経営（第 1回）

 出席者 代表取締役社長、情報開示担当役員 

 内 容 これからの時代に求められている経営のあり方について法的

側面から学ぶ。 

第 2回 開催日 平成 21 年 9 月 8日開催 

 テーマ コーポレート･ガバナンスとコンプライアンス経営（第 2回）

 出席者 代表取締役社長、情報開示担当役員 

 内 容 これからの時代に求められている経営のあり方について法的

側面から学ぶ。 

第 3回 開催日 平成 21 年 9 月 25 日開催（予定） 

 テーマ コンプライアンス推進者のための「コンプライアンス教育」

実践セミナー 

 出席者 代表取締役社長、情報開示担当役員 

 内 容 コンプライアンスに関係する概念の整理 

コンプライアンス･プログラムの枠組み 

効果的なコンプライアンス教育の進め方 

有効性の評価・是正とＰＤＣＡのまわし方 等 

なお、改善報告書中、社外セミナーへの参加者は、代表取締役、情報開示担当役

員に加え、総務担当部長、業務関連担当者を選定しておりましたが、当社は既述の
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とおり、比較的小規模の企業であり、各担当者が抱える業務案件も多く、セミナー

開催日と各担当者の都合の調整がどうしてもつかなかったため、代表取締役および

情報開示担当役員のみがセミナーに出席いたしました。 

尤も出席が適わなかった各担当者においても、参加した代表取締役および情報開

示担当役員と遜色のない理解が必要となるため、以下の方法をもって、周知の徹底

を図っていく考えであります。 

 

(a)コンプライアンスおよび会計等に関するセミナーへの出席者は、セミナー資料

等をもとにして当社の業務改善に必要と思われる内容をレポートにまとめ、これ

を取締役会において報告するとともに、社内の関係部署に配布する。配布を受け

た関係部署では、レポートをもとに、部署の所属者に対するコンプライアンス・

会計に関する研修等を開催する。 

(b)レポートおよびセミナー資料は、総務部において保管し、後日追加の報告が必

要になった場合や、関係部署から資料の閲覧請求があった場合に備える。 

 

社外セミナーに参加した代表取締役等は、当該セミナーの内容について社内に

周知いたしますが、9月 1日および 9月 8日は両日で 1セットのセミナーであり

ますので、第 2回（9月 8日）のセミナー参加後にまとめて、その内容を上記の

方式で社内に周知いたします。 

 

③職位レベルに応じた全従業員に対してのコンプライアンス教育につきましては、

平成 21 年 4 月 24 日に予定しておりました教育が、講師の都合により中止となり

ました。その後、当社では平成 21 年 3 月期に関する決算業務が優先されたこと

から、4月および 5月の教育は 6月以降に繰り下げて実施することにいたしまし

た。教育の実施状況および予定は以下のとおりであります。 

なお、第１回開催の教育テーマを当初予定していた「内部統制システムの運用

について」から「内部統制報告制度の概要について」に変更いたしましたが、こ

れは内部統制制度の適切な理解のためには、先ずは、制度の概要の理解を図るこ

とが有用と判断したためであります。 
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第 1 回 開催日 平成 21 年 6 月 18 日開催 

 テーマ 内部統制報告制度の概要について 

 出席者 管理職（本部長、部長、課長） 

 内 容 1．導入の経緯 

2．内部統制とは 

3．金融商品取引法における内部統制報告制度のポイント 

4．実務上のフレームワーク 

5．内部統制報告制度の監査経験を踏まえて 

 

平成 21 年 6 月 26 日に開催された定時株主総会におきまして、役員構成が大幅に

変更されたことと、7 月は組織変更および人事異動などを優先させたことから、7

月の教育は中止といたしました。 

 

第 2回 開催日 平成 21 年 8 月 12 日開催 

 テーマ コンプライアンスに関する諸規程について 

 出席者 管理職（本部長、部長、課長） 

 内 容 倫理規程、内部通報規程、コンプライアンス委員会規程に関す

る以下の内容 

1．定義 

2．目的 

3．新たに導入された規程（概要） 

4．規程の内容 

第 3回 開催日 平成 21 年 9 月 8日開催 

 テーマ コンプライアンス経営で先駆けるための知恵 

 出席者 役員および全従業員 

 内 容 1．コンプライアンス経営の重要性 

2．コンプライアンス委員会の設置 

3．コンプライアンスマニュアルの作成 

4．内部通報制度の整備 

 

第 4 回（平成 21 年 11 月 2 日開催予定）、第 5 回（平成 21 年 11 月 19 日又は 20

日開催予定）につきましては、経営コンサルタントを講師として、参加者に一般社

員も含めて実施する予定であります。 
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(2)コンプライアンス委員会の設立 

コンプライアンス委員会につきましては、平成 21 年 7 月下旬までにコンプラ

イアンス委員会規程を策定する予定でありましたが、平成 21 年 6月 26 日に開催

された定時株主総会において新しく選任された新役員が策定する方が、退任する

役員を含む旧役員が策定するよりも規程の運用にあたり、意識の高揚が得られ、

以降の展望が明確になり、コンプライアンスの徹底を図るうえで有効であると判

断し、平成 21 年 8 月 10 日開催の取締役会におきましてコンプライアンス委員会

規程を制定し、平成 21 年 8月 24 日開催の取締役会におきましてコンプライアン

ス委員会の委員を選定いたしました。 

コンプライアンス委員会の委員長は代表取締役社長が務めるものとし、コンプ

ライアンスを全社的な重要課題として対応してまいります。 

委員として、情報開示担当役員 1名と各本部を代表する 4名の本部長を選定し

ました。理由は、社内の業務に精通し、日常的に業務と関わりを持つ代表取締役

社長をはじめ関係者が社外のセミナーに出席し、それを木目細く運用をすること

が有用であると判断したからであります。また、顧問弁護士、公認会計士または、

経営コンサルタントによる教育を繰り返し実施することで、コンプライアンスお

よび会計処理に関する知識や認識を深めることが当社にとって有用であると判

断したからであります。 

名 称 概 要 

コンプライアンス委員

会 

① 法令違反行為または不正行為を防止することを目的

として社内に設置される委員会であります。 

② 委員長は代表取締役社長が務めることとしておりま

す。 

③ コンプライアンス委員会規程に基づき運営されます。

 

(3)コンプライアンスに関する諸規程の策定および見直し 

①倫理規程の策定 

倫理規程につきましては、平成 21 年 3 月末までに策定する予定でありました

が、当時の代表取締役会長兼社長の突然の辞任に伴い、代表取締役が不在となっ

たことから急ぎ社長代行の役目を果たす代表取締役の選任を行い、改善報告書に

記載した項目の中で、実施可能なものは即時履行しましたが、前述の説明のとお

り新役員により検討する方が有用と判断された倫理規程については、平成 21 年

8月 10 日開催の取締役会におきまして制定することに変更いたしました。 

この倫理規程により、全ての役員および社員が守るべき行動基準を定め、各本

部に規程を配布し、いつでも社員全員が閲覧できるようにすることで、全社員が

改定された規程の内容を把握できる体制を整備することで、経営活動全般につい
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て全ての法令を誠実に遵守するとともに、社会的良識をもって行動してまいりま

す。 

 

規程名称 概 要 

倫理規程 法令を誠実に遵守することなど、全ての役員および社員が

守るべき行動基準を定め、経営活動全般について全ての法

令を誠実に遵守するとともに、社会的良識をもって行動す

ることを目的として制定いたしました。 

 

②業務監査規程の改定 

業務監査規程の改定につきましては、平成 21 年 4 月初旬までに改定する予定

としておりましたが、その後に監査役の交代が検討されていたこと、平成 21 年

6 月 26 日に開催された定時株主総会において選任された新しい監査役が担当し

て改定した方が改定効果の確認や運用における使い勝手が良いと判断しました。

また、平成 21 年 8 月 24 日開催の取締役会におきまして選任した、内部統制シス

テムに関する外部コンサルタントと新たに選任された監査役が協議しながら、業

務監査規程の改定とその実施を 10 月末までに決定いたします。 

 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

業務監査規程の改定  実施 運用     

 

③就業規則の改定 

就業規則の改定につきましては、平成 21 年 5 月初旬までに改定することとし

ておりましたが、当時の代表取締役会長兼社長の突然の辞任に伴い、代表取締役

が不在となったことから急ぎ社長代行の役目を果たす代表取締役の選任を行い、

改善報告書に記載した項目の中で、実施可能なものは即時履行しましたが、前述

の説明のとおり新役員により検討する方が有用と判断された就業規則の懲戒に

関する項目については、平成 21 年 8 月 24 日開催の取締役会におきまして改定い

たしました。 

この改定により、不正行為が懲戒に該当することを改めて認識することにより、

不正行為の抑制に努めてまいります。 

規程名称 概 要 

就業規則 就業規則のうち、懲戒に関する項目を見直し改定いたしま

した。この改定により、不正行為が懲戒に該当すること(就

業規則第 91 条、92 条、93 条および 94 条)を改めて認識す

ることにより、不正行為の抑止効果が期待されます。 
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(4)売上計上基準の明確化と運用の厳格化 

①検収基準の明確化と明文化 

取引にあたりましては、取引先との交渉によって可能な限り、契約時に検収条

件等に関する合意をするにあたり、必要に応じて、具体的な数字等を示して、契

約書に明確に記載することで、取引先とのトラブルと売上計上時期の誤りを防止

してまいります。 

商品の納品・検収時に、今回新たに作成した検収確認書に基づき取引先関係者

と共に検収の可否について確認を行うこととし、確認事項が完了した検収確認書

と検収書が整ったもののみを売上計上することといたしました。検収確認書には、

納入した商品の試運転完了日および据付日等が記載され、条件を満たさない状態

では売上計上できないルールといたしました。 

 

 

②検収書受領時の相互牽制機能の強化 

検収書受領を含む営業プロセスについては、担当者が検収書を発行し、取引先

会社印の押印を受け、これを当社の上長が承認することで「受領」とみなす仕組

みに変更いたしました。それまでは、検収書を発行した担当者だけの押印による

検収書も売上計上の要件を満たしていると判断しておりました。これにより、担

当者と上長の 2人が検収書受領を含む営業プロセスに関わることになるため、牽

制機能が働くプロセスとなりました。（マニュアルおよびフローを改定）なお、

検収書につきましては、営業本部長の確認と押印を受けることを必須としており

ます。これにより不適切な売上計上が行われず、適正な会計処理が行われる仕組

みにいたしました。 

 

顧客  営業員   営業管理    営業本部長  生産管理他 

 

 

 

 

 

 

 

③経理規程等の整備を行い、売上計上基準について明文化する 

経理規程の改定につきましては、平成 21 年 4 月中旬までに改定することとして

おりましたが、当時の代表取締役会長兼社長の突然の辞任に伴い、代表取締役が

不在となったことから急ぎ社長代行の役目を果たす代表取締役の選任を行い、改

善報告書に記載した項目の中で、実施可能なものは即時履行しましたが、新役員

検収 

契約台帳

記入 

 検収書  受付 

経理へ確認 

押印 

ファイル管理 
検収確認
書 
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により検討する方が有用と判断された経理規程および販売会計取扱規程につい

ては、平成 21 年 8 月 24 日開催の取締役会におきまして制定することに変更いた

しました。 

これにより規程における検収基準を明確化し、不適切な会計処理の防止を図っ

てまいります。 

規程名称 概  要 

経理規程 

販売会計取扱規程 

 

両規程に定める検収条件を、今般の改善措置の実施に合わせ

て改定いたしました。 

これにより規程における検収基準を明確化し、不適切な会計

処理の防止を図ってまいります。 

 

(5)内部監査人の選任と内部監査業務の実施 

平成 21 年 3 月期決算において、当社の会計監査人であります監査法人ブレイ

ンワークが「財務報告に係る内部統制の評価について、適正に表示しているかど

うかについて結論を表明しない」という判断を下したことを受け、内部統制を更

に徹底させるべく内部監査室の設置と、内部監査人の選任にあたり、内部統制の

関係法令と実務に熟達した人選をすることを重視し、平成 21 年 8月 24 日開催の

取締役会におきまして内部監査業務および内部統制システム構築・運用に関する

新たな業務委託先として「プロリードコンサルティング」を選任いたしました。 

上記のとおり、新たな内部監査人として、公認会計士を含む３名の外部業務委

託先を選任しましたので、改善報告書では平成 21 年 4 月中旬までに策定すると

した内部監査の基本方針や業務マニュアルの作成等の作業は未了でありますが、

8月 24 日に選任した内部監査人と当社監査役とで、9月 4日第 1回目の協議を終

え、10 月末までに策定することに変更いたしました。内部監査人の下で、当社

社員 1名が、内部監査業務を補佐することになっております。 

 

(6)監査役会の経営監視機能の強化 

平成 21 年 6 月 26 日開催の定時株主総会におきまして、西山政夫および山田美

代子の 2名を社外監査役として選任いたしました。なお、山田美代子は公認会計

士であり、これは会計監査業務に精通した者を少なくとも 1名選任するという方

針に沿ったものであります。これにより監査役監査の充実を図ってまいります。 

監査計画等につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催の定時株主総会にて新た

に選任された全監査役の協議により、監査役監査の方針と業務分担等を平成 21

年 7 月 21 日の監査役会において策定しております。その他監査計画の詳細につ

きましては、平成 21 年 9 月 4 日に行った当社監査役と内部監査人による第１回

協議に引続き、平成 21 年 9 月 17 日には、第 2 回の協議を行うこととし、平成
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21 年 9 月末を目途に策定する予定であります。 

監査役会規程につきましては平成 21 年 4 月までに改定、また監査役会意見の

伝達の仕組みにつきましては平成 21 年 5 月下旬までに策定する予定でありまし

たが、その後に監査役の交代が検討されていたこと、平成 21 年 6 月 26 日に開催

された定時株主総会において全監査役が新たに選任されたことから、新たな監査

役会において立案・実施することが有用と判断して、監査役会規程を平成 21 年

8 月 24 日開催の監査役会におきまして改定いたしました。なお、監査役会規程

の改定にあたり、監査役監査業務の基礎となる監査役監査基準を併せて平成 21

年 8 月 24 日開催の監査役会におきまして制定いたしました。 

監査役会意見は、取締役会の席上で全取締役に対して伝達することに変更いた

しました。取締役会において監査役会意見を伝達する監査役は、通常は常勤監査

役がこれを行い、必要に応じて他の監査役も行うこととしております。 

従来は代表取締役だけに伝達されていたことから、他の取締役との情報の共有

が図られていませんでしたが、それを改善し取締役会という正式な場で伝達する

仕組みとすることで、全ての取締役が監査役会意見に関する情報を共有できる方

法といたしました。 

また、取締役会に報告された監査役会意見は、内部監査人および事務本部長に

も伝達することとし、内部管理体制の改善・充実に役立てることとしております。 

規程名称 概 要 

監査役会規程 監査役会の運営に関して定める規程であり、監査役監査基

準とともに、監査役監査業務の基礎となるものでありま

す。 

監査役監査基準 監査役監査の手続き等を定めたもので、監査役会規程とと

もに監査役監査業務の基礎となるものであります。 

この改定により、監査役による監査機能の充実を図ってま

いります。 

 

(7)その他、内部管理体制の構築 

①購買規程の明文化 

購買規程につきましては、平成 21 年 4 月初旬までに策定することとしており

ましたが、当時の代表取締役会長兼社長の突然の辞任に伴い、代表取締役が不在

となったことから代表取締役の選任を余儀なくされ、しかも平成 21 年 6月 26 日

に開催された定時株主総会においてあらたな取締役と監査役を選任したことも

あり、前述の説明同様に新役員体制において立案・実施することが有用と判断し

たため、平成 21 年 8 月 24 日開催の取締役会におきまして改定いたしました。 
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規程名称 概 要 

購買規程 部品・材料等の購買業務の手続き等について定めたもので

あります。 

今まで「購買業務処理要領」として運用されておりました

が、内容の見直しを行うとともに名称変更したものであり

ます。 

 

②追加工事ゼロを目指して検収を行なうための工程および生産管理 

商品の出荷に先立ち「社内試運転」と呼ばれる業務手続きを行うこととし、こ

れを生産工程を含む業務フローに明記いたしました。これは、出荷される商品が、

受注内容と相違ないか、動作の不備はないか等についての確認作業を行う業務で

あります。これにより、納入・検収後の大幅な追加工事等の発生を防止するよう

努めております。 

 

③取締役会における相互牽制および経営管理機能の強化 

社外取締役の選任につきましては、改善報告書の提出日であった平成 21 年 3

月 23 日から平成 21 年 6 月 26 日開催の定時株主総会に向けて、経営やコンプラ

イアンスの見識の高い候補者を探しておりましたが、総会議案事項でもあり取締

役候補選任までの約 1.5 ヶ月間という短期間には適任者が見つからなかったた

め、人選が間に合いませんでした。そこで、平成 22 年 6 月に予定されている定

時株主総会に選任議案を付議すべく人選を進めてまいります。 

 

④内部通報制度 

内部通報制度につきましては、平成 21 年 3 月末までに制度を構築することと

しておりましたが、当時の代表取締役会長兼社長の突然の辞任に伴い、代表取締

役が不在となったことから急ぎ社長代行の役目を果たす代表取締役の選任を行

い、改善報告書に記載した項目の中で、実施可能なものは即時履行しましたが、

前述の説明同様に新役員により検討する方が有用と判断された内部通報規程に

ついては、平成 21 年 8 月 10 日開催の取締役会において制定することに変更いた

しました。 

内部通報制度の導入により、社内における法令違反行為または不正行為に対す

る牽制機能が期待されます。 

規程名称 概 要 

内部通報規程 法令違反行為または不正行為が行われているまたは行わ

れようとしていることを発見した者は、内部通報規程に基

づいて会社に通報することを定めたものであります。な

お、通報先はコンプライアンス委員会と定めております。
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⑤売上計上時期の管理 

決算集計作業の業務手続きにつきましては、各業務担当が会計処理を行い、当

該処理の妥当性を判断するために、経理課長の検証を経たうえで、事務本部長が

承認を行う体制に移行しております。 

決算集計作業に関する業務は、財務報告の信頼性を確保するために重要な業務

であることから、「決算実施要項」を平成 21 年 8 月 24 日に開催された取締役会

におきまして改定し、その他にも「決算スケジュール」、「決算作成資料一覧及び

決算作業分担表」などを整備することにより、決算業務の必須事項を書面化し、

必要に応じて更新する体制を採用することにより、決算集計作業を正確かつ効率

的に実施できる体制を構築するよう努めております。 

当改善措置は、平成 21 年 3 月末までに行う予定としておりましたが、経理規

程と関連する項目でもあり、経理規程の改定が既述の理由で遅れたため、平成

21 年 8月 24 日に開催された取締役会におきまして、経理規程とともに決算実施

要項の改定を行ったものであります。 

規程名称 概 要 

決算実施要項 本決算ならびに四半期決算における決算手続きを具体的

に定めたものであります。 
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４．スケジュールおよび今後の課題 

(1)改善報告書記載の改善スケジュールと実施状況 

下表各項目に記載した実施の時期は、上段・下段で以下のとおり区別しております。 

上段：平成 21 年 3 月 23 日提出の改善報告書に記載した実施予定時期 

下段：本改善状況報告書に記載した実施時期または、実施予定時期 

実施時期（平成 21 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 

 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

1 コンプライアンスおよび

会計知識等に関する教育 

(4 月から 6 月まで合計 3

回～5回開催予定。7月以

降も毎月 1 回程度開催予

定) 

 実施 実施  実施  

実施 

予定 

9/28 

 

9 月までに 3回以上実施 

 

2 コンプライアンスおよび

会計知識等に関するセミ

ナーへの参加、従業員へ

の周知 

(9月までに3回以上実施

予定)       

実施 

9/1 

9/8 

実施 

予定 

9/25 

 

 
実施 実施 実施 実施 実施 実施 

3 全従業員に対するコンプ

ライアンス教育 

(4 月以降、月に 1回以上

実施予定) 
   実施  実施 実施 

 

 
   実施   

4 コンプライアンス委員会

の設立 

(7 月下旬までに実施予

定) 
     実施  

実施 
 

 
     

5 倫理規程の策定 

(3 月末までに実施予定) 

 
 

 
   実施  
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実施時期（平成 21 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 
実施      

6 業務監査規程の改定 

(4 月初旬までに実施予

定) 
 

 
     

10 月末ま

でに実施

予定 

 

 
 実施     

7 就業規則の改定 

(5 月初旬までに実施予

定)  

 
    実施  

 

 
実施      

8 検収基準の明確化と明文

化 

(4月 1日以降順次実施予

定) 
 実施      

 

 
実施      

9 検収書受領時の相互牽制

機能の強化 

(4 月初旬までに実施予

定) 
 実施      

 

 
実施      

10 経理規程の改定 

(4 月中旬までに実施予

定)  

 
    実施  

 

 
実施      

11 内部監査の改善 

(4 月中旬までに実施予

定) 

     
業務委託

先決定

10 月末ま

でに実施

予定 

 

 
  実施    

12 社外監査役の選任 

(6 月に選任予定) 

 

 
  実施    
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実施時期（平成 21 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

実施 

(監査役

会規程)

実施 

(伝達フ

ロー) 

    

13 監査役会規程の改定 

(4 月までに実施予定) 

監査役会意見の伝達フロ

ーの策定 

(5 月下旬までに実施予

定) 

     実施  

 

 
実施      

14 購買規程の策定 

(4 月初旬までに実施予

定)  

 
    実施  

実施 
 

 
     

15 事前検収の手順に関する

工程と生産工程について

の業務フローの策定 

(3 月末までに実施予定) 
実施       

   実施    16 社外取締役の選任 

(6月までに人選が間に合

わなければ来年 6 月に選

任予定) 
      

来年 6

月まで

に選任

予定 

実施 
 

 
     

17 内部通報制度の導入 

(3 月末までに実施予定) 

 

 
    実施  

実施 
 

 
     

18 決算集計作業に関する業

務マニュアルおよびフロ

ーの策定 

(3 月末までに実施予定) 
     実施  

 

(2)改善報告書提出後の経営者の評価 

当社は、平成 21 年 3 月 23 日に改善報告書を提出いたしました。当該報告書に

記載されている改善措置は、当時の役員が立案したものであり、当時の役員が、

それを推進する予定でありましたが、その直後である 3 月 31 日に改善措置推進
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の中心役であった当時の代表取締役会長兼社長である高寺茂覚が、過去 5年の不

適切な会計処理の責任をとって辞任し、暫定的に秦 範男が代表取締役専務（社

長代行）に就任いたしました。また、その他の役員の一部につきましても、退任

予定および新役員の人選を検討していた時期でもあり、役員構成が旧体制から新

体制へと大きく変わる過渡期となりました。このような経緯があったことから、

当社といたしましては、改善報告書に記載した項目のなかで日常業務に直結し、

改善の緊急性の高いもの（たとえば検収基準の明確化と明文化、検収書受領時の

相互牽制の強化など）は、新役員体制の成立を待たずに実施いたしましたが、新

たな役員による新体制のもとで改善を行うことが、今後の会社運営にとって有用

であると判断されたコンプライアンスに関する項目と、業務監査・内部監査・監

査役監査など内部統制に直結する規程に関しては、平成 21 年 6月 26 日開催の定

時株主総会において選任された役員を含めた新体制により改善措置を推進する

方針に変更いたしました。 

このような経緯があったことから、一部の改善措置は旧体制のもとで実行され

ましたが、大方の改善措置の実行は株主総会直後からスタートいたしました。改

善措置は主として①内部統制に関する研修や教育の実施という知識を向上させ

るための施策と、②規程やマニュアルの策定を含む新たな組織運営体制の構築と

いった施策から構成されております。 

上記の理由から、当初予定いたしましたスケジュールから各改善措置への取組

みが遅れておりますが、変更後のスケジュールに基づいて全社的展開によりそれ

ぞれの改善措置を実施・運用する体制を整えております。それらの内容に関しま

しては、本改善状況報告書に記載のとおりであります。改善措置への取組みのス

タートは遅れましたが、今後は新しいスケジュールを遵守して改善措置の実施・

運用に取り組むことで、不適切な会計処理の再発防止を図ります。 

 

(3)改善報告書提出後の反省と今後の課題 

①コンプライアンスおよび会計知識等の充実 

反省：改善報告書の 13 ページに記載している代表取締役を含む役員を対象とし

た教育、社外で開催されるコンプライアンスおよび会計等に関するセミナ

ーへの参加、職位レベルに応じた全従業員を対象とするコンプライアンス

教育が予定どおり実施されておれば、8 月か遅くとも 9 月には全社的にコ

ンプライアンスおよび会計知識等の理解を深めることが既にできていた

はずであると反省しております。 

課題：上記の反省を踏まえ、これまで遅れていた役員、全従業員に対する教育や

セミナーへの参加を平成 21 年 10 月乃至 11 月までに、確実に実施するこ

とにいたします。11 月までの教育やセミナーへの参加が終了すれば、全社

員が不適切な会計処理の再発を防止するに十分な会計・コンプライアンス
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知識を習得できるものと考えております。その後も、必要に応じて、各対

象者向けに教育を行っていくことで、理解の徹底を図ります。 

 

②コンプライアンスに関する諸規程の策定および見直し、売上計上基準の明確化と 

 運用の厳格化 

反省：コンプライアンスに関する諸規程の策定および見直し、売上計上基準の明

確化と運用を日程どおりに実施し、全社的に周知しておれば、それに基づ

く運用が既に順調に行なわれていたはずであると反省しております。 

課題：上記の反省を踏まえ、これまで策定が遅れていた規程の策定を、変更した

日程どおりに実行するとともに、策定済の諸規程に関しては、早急に各本

部毎に規程を配布し、社員全員が閲覧、確認出来る体制を整え、また、規

程の内容についての説明も随時実施することで、規程が策定されたことお

よび規程の詳細に関する全社的な周知を徹底させることにいたします。 

 

③コンプライアンス委員会の設立、内部監査業務等の実施、経営監視機能等の実施

と内部管理体制の構築 

反省：コンプライアンス委員会の設立、内部監査業務等の実施、経営監視機能等

の実施と内部管理体制の構築を当初計画した日程どおりに実施しておれ

ば、当社の経営について、既に実効性の高い監査または監視が行なわれて

いたはずであり、コンプライアンスの徹底を図ることができていたものと

反省しております。 

課題：・コンプライアンス委員会については、平成 21 年 8 月 24 日に委員長以下

委員を選定いたしましたので、今後は遅れを取り戻すべく社員の法令遵守

意識の普及や啓発に努める等、充実した活動を展開いたします。 

・内部監査業務等の実施については、平成 21 年 8 月 24 日、新たに選任し

た公認会計士を含む 3名の内部監査人を中心にして、内部監査の基本方針

や業務マニュアルの策定を、変更後の日程に遅れることなく必ず実施いた

しまして、それに則り、充実した監査と監視を行ないます。 

・監査役会の経営監視機能の強化については、新たに選任された監査役に

よって改正すべき業務監査規程の改正と、監査計画の詳細の策定を、変更

した日程に遅れることなく実施いたします。また、その規程に則り、十分

に実効性の高い監査を行なうことにいたします。 

・その他、内部管理体制の構築については、平成 21 年 8 月 24 日に制定さ

れた購買規程、平成 21 年 8 月 10 日に制定された内部通報制度、平成 21

年 8 月 24 日に改定された経理規程、決算実施要項などの全社的な周知を

徹底し、内部管理体制の早急な充実を図ります。 
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(4)改善報告書提出後の新しい取組み 

監査役会の経営監視機能の強化につきましては、9ページに記載しているよう

に、監査役会規程の改定に合せまして、監査役監査基準を新たに制定いたしまし

た。 

当該取組みは、改善報告書提出時には予定されておりませんでしたが、監査役

会において監査役監査の充実を図ることを検討した結果、監査役監査基準の制定

を実施したものであります。 

 

(5)今後半年間の実施施策等 

実施時期（平成 21 年～22 年） 改善項目 

（改善報告書に記載した実施

予定スケジュール） 
9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

1 内部管理体制システムの

構築・運用 

（日々の運用において、

システムに修正すべき点

が発見された場合は、随

時、修正する） 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

2 役員を対象とする内部統

制システムに関する教育

の実施 

（平成22年3月まで毎月

1回実施予定） 

9/28 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

3 役員のコンプライアンス

および会計知識等に関す

るセミナーへの参加と従 

       

 業員への周知 

（セミナー内容の周知に

ついて、平成 21 年 11 月

までに合計 2 回実施予

定） 

9/25 従業員

への 

周知 

実施 

従業員

への 

周知 

実施 

    

4 従業員に対するコンプラ

イアンス教育 

（9月から11月まで合計

3回実施予定） 

(9/8 実

施済) 
 

11 月に

2回 

実施 
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5 業務監査規程の改定 

（平成 21 年 10 月末まで

に改定し、改定後随時説

明会を開き、運用開始） 

 実施 運用 

 

   

6 内部監査の改善 

（平成 21 年 10 月末まで

に改定し、改定後随時説

明会を開き運用開始） 

 実施 運用 

 

   

7 監査役業務(監査計画の

策定) 

（平成21年9月末までに

策定） 

実施       

8 社外取締役の選任 

（平成22年3月までに人

選をする予定） 

      人選 

 

上記の他、改善措置に基づいて制定または改定された諸規程、業務フロー等につ

きましては、運用を行い、改善をすべき点が発見された場合は随時、内容の見直し

を行い、精度を向上させるべく、努めます。 

 

５．おわりに 

本改善状況報告書に記載いたしましたとおり、各改善措置の実施につきましては当

初の予定時期に比べて遅滞している項目もありますが、現在、遅滞している項目も含

め全ての項目につきまして順次着手しております。これらの改善措置の実施により、

不適切な会計処理の防止、法令違反行為ならびに不正行為の防止につきまして、一定

の成果をあげられるものと考えております。 

これらの改善措置に加えまして、内部統制システムの構築・運用も同時に進めるこ

とにより、平成 22 年 3 月期決算の財務報告に係る内部統制の評価に関しまして、会計

監査人から適正意見をいただける社内体制を構築するための作業を行ってまいります。 

整備された内部統制システムの構築・運用および各改善措置の実施によって、コー

ポレートガバナンスの質を高め、過去において行った不適切な会計処理などが再発し

ないコンプライアンス重視の企業体質を構築し、投資家をはじめとするステークホル

ダーの皆様からの信頼を回復できるよう努力してまいります。 

 

 

以 上 
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